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令 和 ８ 年 ４ 月 2 4日 

こども家庭部保育計画調整課 

 

 

     立野町保育所用地に認可保育所を整備・運営する事業者との 

     基本協定および公有財産無償貸付契約の締結について 

 

 

 令和８年３月31日に、区が所有する立野町保育所用地（以下「本物件」という。）に認

可保育所を整備・運営する事業者（以下「事業者」という。）と基本協定および公有財産

無償貸付契約を締結したので、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 事業者 

  福岡県福岡市早良区田村六丁目21番７号 

  社会福祉法人 信正会 

  理事長 尾上 正史 

 

２ 基本協定の概要 

 ⑴ 基本協定の目的 

   区が本物件を事業者に貸し付け、事業者が保育所の整備および運営を行うに当た

り、事業者公募時の募集要項に定めた応募条件および提案内容の履行を図る。 

 

 ⑵ 保育所開設時期 

   保育所の開設日は、令和10年４月１日とする。 

 

 ⑶ 主な運営条件 

  ア ０歳児クラスから５歳児クラスまで運営可能な施設・設備を整備の上で運営す

ること。ただし、定員およびクラスの設定は、事前に区と協議の上で決定するこ

と。 

  イ 基本開所時間は、午前７時30分から午後６時30分までの11時間とすること。 

  ウ 午後６時30分から午後８時00分までの延長保育を実施すること。 

  エ 定員を設けず可能な限りの障害児を受け入れ、統合保育を実施すること。 

    オ 医療的ケアが必要な児童について区と調整の上、可能な限りの受入を行うこと。 

  カ 地域交流事業を実施するとともに、近隣保育施設等との連携・交流を図ること。 

  キ 本物件の開発および保育所建設に先立って、それぞれ近隣住民を対象とした説

明会を開催すること。 

  ク 事業者公募時の提案内容を遵守するとともに、常に保育サービス水準の向上に

努め、定期的に東京都福祉サービス第三者評価を受審すること。 
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 ⑷ 子育て支援事業 

  ア 整備する保育所内で、民設子育てのひろば事業を実施すること。 

  イ 整備する保育所内で、地域の子育て支援サービス充実のため、児童福祉法第６

条２の２第２項に規定する児童発達支援に係る事業および同条第５項に規定する

保育所等訪問支援に係る事業を実施すること。 

 

   

３ 公有財産無償貸付契約の概要 

 ⑴ 貸付物件 

   区は、つぎに掲げる本物件を、事業者に無償で貸し付けるものとする。 

  ア 所在（地番） 練馬区立野町883番４ 

  イ 種類     土地 

  ウ 敷地面積   1,177.92㎡ 

 

 ⑵ 貸付期間 

  ア 本物件の貸付期間は、令和８年４月１日から令和38年３月31日までとする。 

  イ 事業者は、この契約の更新の有無について、上記貸付期間満了の３年前までに

書面をもって区に協議し、承認を得なければならない。 

 

 ⑶ 指定用途等 

   事業者は、貸付期間中、本物件をつぎに掲げる事業に供するものとする。 

  ア 認可保育所の設置および運営 

  イ 区民福祉の向上に資するため、区が事前に承認する事業の運営 

 

 ⑷ 原状回復 

事業者は、貸付期間が満了したときまたは契約を解除されたときは、本物件を区の

指定する期日までに自己の負担で原状に回復し、区に返還しなければならない。ただ

し、区が、原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 

 ⑸ 周辺環境への配慮 

   事業者は、貸付期間中、周辺住民との協力関係を構築するとともに周辺の住環境

との調和を図るよう努めなければならない。 

 


